
■トータルアシスト自動車保険(総合自動車保険)の保険料例 (基準日︓2024年8月1日現在)
＜ご契約条件＞保険期間︓1年間､ノンフリート等級︓8等級(割引38％)､事故有係数適用期間︓0年､お車の用途･車種︓自家用小型乗用車､車名︓ライズ､型式︓A201A､
料率クラス(車両7､対人6､対物8､傷害7)､初度登録年月︓令和4年7月､新車割引有､ASV割引有､お車の使用目的︓通勤･通学使用､年齢条件︓35歳以上補償(記名被保険者
年齢区分︓50歳以上60歳未満)､記名被保険者の免許証の種類(色)︓ゴールド､対人賠償責任保険︓無制限､対物賠償責任保険︓無制限､人身傷害保険︓5,000万円(傷害
一時費用不担保特約)､車両保険130万円(一般条件､免責金額1回目0万円 2回目以降10万円)､車両新価保険特約(協定新価保険金額160万円)､弁護士費用特約(自動車事
故型)､払込方法︓一時払 ※補償には､自動セットされる特約も含まれていますが､記載は省いている特約もあります｡

年間
91,460円 年間

70,370円

✔
✔ ※他の保険会社､JA共済､全労済等を含みます｡ただし､一部の共済を除きます｡

*1 ツルハグループの団体扱割引19％は､保険期間の始期日が2024年8月
1日から2025年7月31日までの契約に適用されます｡割引率は､団体
の損害率等により毎年見直されます｡団体扱一時払は一般契約一時払
に比べて5％割安です｡団体扱分割払は一般契約と異なり分割割増が
かからないので約5％割安となります｡
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ご契約者はツルハグループに勤務し､ツルハグループから毎月給与の支払いを受けている方(在籍出向者､職域労働組合または職域共済組織の事業に従
事している方を含みます｡)に限ります｡記名被保険者(ご契約のお車を主に使用される方)および車両所有者は､ご契約者､ご契約者の配偶者､ご契約者ま
たはその配偶者の同居の親族､ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族のいずれかの場合に､ご契約いただけます｡
※配偶者の定義についての詳細は､｢パンフレット兼重要事項説明書｣をご確認いただくか､代理店または東京海上日動までお問い合わせください｡

■退職等により給与の支払いを受けられなくなった場合､資本関係の変更により系列会社でなくなった場合､｢保険料の集金に関する契約書｣
に定められた契約者の人数に不足する場合等には､団体扱･集団扱特約が失効し､残りの保険料を一括して払込みいただくことがあります
ので､あらかじめご了承ください｡
■トータルアシスト自動車保険は､ご契約のお車が主な自家用車*2の場合にご契約いただけます｡
ご契約のお車が二輪自動車､原動機付自転車の場合等には代理店までお問い合わせください｡
*2 主な自家用車とは､お車の用途･車種が自家用乗用車(普通･小型･軽四輪)､自家用貨物車〔普通(最大積載量2トン以下)･小型･軽四

輪〕､特種用途自動車(キャンピング車)であるものをいいます｡

※上記割引率は､次のとおり､団体扱割引等を連算して算出しております｡
一時払の場合︓1ー｛(1ー団体扱割引･19％)×(1ー団体扱一時払割引分･5％)｝ 分割払の場合︓1ー｛(1ー団体扱割引･19％)÷(1＋一般契約分割割増分･5％)｝



*1 弁護士費用等を補償する特約をご契約いただく場合､｢弁護士費用特約(日常生活･自動車事故型)｣か｢弁護士費用特約(自動車事故型)｣のいずれか一方
を選択いただきます｡

*2 トータルアシスト自動車保険では､原則として人身傷害保険と｢入院時選べるアシスト特約｣が自動セットされます｡
*3 トータルアシスト自動車保険では､所定の条件を満たす場合は､原則自動セットされます｡

｢自動セット｣と記載されていない補償･特約は､一部の条件を除き､それぞれご契約いただくかどうかを自由にお決めいただけます｡

お客様に責任がなく保険会社が示談交渉できない
｢もらい事故｣等も安心｡相手方の治療費や修理費等をお支払いします｡

人身傷害保険の保険金をお支払いできる事故で
3日以上入院した場合に､支払限度額の範囲内で
補償メニューの中から､お好みの補償をお選び
いただけます｡

新車が事故で大きな損傷を受けてしまったときや､
長年乗ってきたお車が事故で損傷を受けて修理費が
高額になってしまったときも安心｡

東京海上日動火災保険株式会社アサヒ総合保険事務所
住所︓〒070-0832 北海道旭川市旭町2条7丁目25番地の203
TEL︓0166-53-0018(平日9時〜17時) 住所︓〒070-0036 北海道旭川市6条通7丁目30番13

TEL︓0166-23-0271

旭川支店 旭川支社

FAX︓0166-53-0037

※お車に乗車中の方も
補償します｡

自転車による事故をはじめ､日常生活で他人にケガをさせたり
他人の財物を壊してしまったときにも安心｡

※1事故について国内での事故は無制限に､国外での事故は
1億円を限度に保険金をお支払いします｡※｢ドライブエージェント パーソナル(DAP)特約｣は､端末を

通じた自動発報による事故連絡を､｢ご契約のしおり(約款)｣
で定める｢事故発生の通知｣義務の履行とみなすこと等を
規定した特約です｡

ご契約いただいたお客様に対してドライブレコーダー端末を
貸与し､お客様に安心･安全をお届けするサービスをご提供し
ます｡

例︓●日常生活に起因する偶然な事故
●補償を受けられる方が居住に使用する住宅の所有､
使用または管理に起因する偶然な事故

｢トータルアシスト自動車保険｣は､総合自動車保険のペットネームです｡このチラシは自動車保険(団体扱)の概要についてご紹介したものです｡
ご契約にあたっては､必ず｢重要事項説明書｣をよくお読みください｡また詳しい補償内容については｢ご契約のしおり(約款)｣に記載していますので､必要
に応じて東京海上日動のホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp)でご参照いただくか､代理店または東京海上日動にご請求ください｡ご不明な
点等がある場合は､代理店または東京海上日動までお問い合わせください｡


